
議

案

第

百

六

号 

 
 

 

港

区

個

人

番

号

の

利

用

並

び

に

特

定

個

人

情

報

の

保

護

及

び

提

供

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改 
 

 
 

 
 

 
正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

令

和

四

年

十

一

月

二

十

四

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

個

人

番

号

の

利

用

並

び

に

特

定

個

人

情

報

の

保

護

及

び

提

供

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改 
 

 
 

 
 

 

正

す

る

条

例 

 

港

区

個

人

番

号

の

利

用

並

び

に

特

定

個

人

情

報

の

保

護

及

び

提

供

に

関

す

る

条

例

（

平

成

二

十

七

年

港

区

条 

例

第

二

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

題

名

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

 
 

 

港

区

個

人

番

号

の

利

用

及

び

特

定

個

人

情

報

の

提

供

に

関

す

る

条

例 

 

目

次

を

削

る

。 

 

「

第

一

章 

総

則

」

を

削

る

。 

 

第

一

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 



（

趣

旨

） 
第

一

条 

こ

の

条

例

は

、

行

政

手

続

に

お

け

る

特

定

の

個

人

を

識

別

す

る

た

め

の

番

号

の

利

用

等

に

関

す

る

法

律

（

平

成

二

十

五

年

法

律

第

二

十

七

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

第

九

条

第

二

項

の

規

定

に

基

づ

く

個

人

番

号

の

利

用

及

び

法

第

十

九

条

第

十

一

号

の

規

定

に

基

づ

く

特

定

個

人

情

報

の

提

供

に

関

し

必

要

な

事

項

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。 

第

二

条

第

二

号

中

「

行

政

手

続

に

お

け

る

特

定

の

個

人

を

識

別

す

る

た

め

の

番

号

の

利

用

等

に

関

す

る

法

律

（

平

成

二

十

五

年

法

律

第

二

十

七

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

」

を

「

法

」

に

改

め

、

同

条

第

四

号

か

ら

第

六

号

ま

で

を

削

る

。 

 

第

三

条

の

見

出

し

中

「

実

施

機

関

等

」

を

「

実

施

機

関

」

に

改

め

、

同

条

第

一

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

実

施

機

関

は

、

個

人

番

号

の

利

用

及

び

特

定

個

人

情

報

の

提

供

に

関

し

、

そ

の

適

正

な

取

扱

い

を

確

保

す

る

た

め

に

必

要

な

措

置

を

講

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

 

第

三

条

第

三

項

及

び

第

四

項

を

削

る

。 

第

四

条

及

び

第

五

条

を

削

る

。 

第

二

章

及

び

第

三

章

を

削

る

。 

「

第

四

章 

個

人

番

号

の

利

用

範

囲

並

び

に

特

定

個

人

情

報

の

利

用

及

び

提

供

」

を

削

る

。 

第

十

一

条

の

二

を

第

四

条

と

す

る

。 

 

第

十

二

条

か

ら

第

十

五

条

ま

で

を

削

り

、

第

十

五

条

の

二

を

第

五

条

と

す

る

。 



 

第

五

章

か

ら

第

七

章

ま

で

を

削

る

。 

 
第

八

章

の

章

名

及

び

第

二

十

七

条

か

ら

第

三

十

二

条

ま

で

を

削

り

、

第

三

十

三

条

を

第

六

条

と

す

る

。 

 

別

表

第

一

中

「

第

十

一

条

の

二

関

係

」

を

「

第

四

条

関

係

」

に

改

め

、

同

表

の

六

の

項

中

「

生

活

保

護

法

」

の

下

に

「

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

百

四

十

四

号

）

」

を

加

え

、

同

表

の

八

の

項

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

別

表

第

一

の

九

の

項

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

別

表

第

二

中

「

第

十

一

条

の

二

関

係

」

を

「

第

四

条

関

係

」

に

改

め

、

同

表

の

一

の

項

中

「

就

労

自

立

給

付

金

」

の

下

に

「

若

し

く

は

進

学

準

備

給

付

金

」

を

加

え

、

同

表

の

八

の

項

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。 

 
 

 

 
 

 八

の

二

 

区

長

 

事

務

処

理

特

例

条

例

第

二

条

の

 

表

三

十

の

項

に

定

め

る

心

身

障

 

害

者

の

医

療

費

の

助

成

に

関

す

 

 

地

方

税

関

係

情

報

、

生

活

保

護

関

係

情

報

、

中

国

残

 
 

 

留

邦

人

等

支

援

給

付

等

関

係

情

報

、

外

国

人

生

活

保

 

護

関

係

情

報

、

障

害

者

関

係

情

報

、

障

害

者

の

日

常

 

 

 

八

の

二

 

区

長
 

特

別

区

に

お

け

る

東

京

都

の

事

務

処

理

の

特

例

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

一

年

東

京

都

条

例

 

第

百

六

号

。

以

下

「

事

務

処

理

特

例

条

例

」

と

い

う

。

）

第

二

条

の

表

三

十

の

項

に

定

め

る

 

心

身

障

害

者

の

医

療

費

の

助

成

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

四

十

九

年

東

京

都

条

例

第

二

十

号

）

 
及

び

同

条

例

の

施

行

の

た

め

の

規

則

に

基

づ

く

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

 

九

の

四

 

区

長

 

九

の

三

 

区

長

 

九

の

二

 

区

長

 

予

防

接

種

法

に

準

じ

て

行

う

と

区

長

が

認

め

る

任

意

予

防

接

種

の

実

施

、

給

付

の

支

給

又

は

 

実

費

の

徴

収

に

関

す

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

予

防

接

種

法

に

基

づ

き

行

う

定

期

の

予

防

接

種

の

実

施

、

給

付

の

支

給

又

は

実

費

の

徴

収

に

 

関

す

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

予

防

接

種

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

六

十

八

号

）

に

準

じ

て

行

う

と

区

長

が

認

め

る

給

付

 

（

同

法

第

十

五

条

第

一

項

の

疾

病

に

係

る

も

の

に

限

る

。

）

の

支

給

に

関

す

る

事

務

で

あ

っ

 

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

 



  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 別

表

第

二

の

九

の

項

及

び

十

一

の

項

中

「

特

別

児

童

扶

養

手

当

等

関

係

情

報

」

の

下

に

「

、

児

童

福

祉

法

関

係

情

報

」

を

加

え

、

同

表

の

十

二

の

項

中

「

生

活

保

護

関

係

情

報

、

」

を

「

地

方

税

関

係

情

報

、

生

活

保

護

関

係

情

報

、

」

に

改

め

、

「

外

国

人

生

活

保

護

関

係

情

報

」

の

下

に

「

、

児

童

福

祉

法

関

係

情

報

」

を

加

え

、

同

八

の

五

 

区

長

 

八

の

四

 

区

長

 

八

の

三

 
区

長
 

 

予

防

接

種

法

に

準

じ

て

行

う

と

 

区

長

が

認

め

る

任

意

予

防

接

種

 

の

実

施

、

給

付

の

支

給

又

は

実
 

費

の

徴

収

に

関

す

る

事

務

で

あ
 

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

予

防

接

種

法

に

基

づ

き

行

う

定

 

期

の

予

防

接

種

の

実

施

、

給

付

 

の

支

給

又

は

実

費

の

徴

収

に

関

 

す

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で

 

定

め

る

も

の

 

予

防

接

種

法

に

準

じ

て

行

う

と

 

区

長

が

認

め

る

給

付

（

同

法

第

 

十

五

条

第

一

項

の

疾

病

に

係

る

 

も

の

に

限

る

。

）

の

支

給

に

関

 
す

る

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で

 
定

め

る

も

の

 

る

条

例

及

び

同

条

例

の

施

行

の

 

た

め

の

規

則

に

基

づ

く

事

務

で

 

あ

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

生

活

保

護

関

係

情

報

、

中

国

残

留

邦

人

等

支

援

給

付

 

等

関

係

情

報

又

は

外

国

人

生

活

保

護

関

係

情

報

で

あ

 

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

生

活

保

護

関

係

情

報

、

中

国

残

留

邦

人

等

支

援

給

付

 

等

関

係

情

報

又

は

外

国

人

生

活

保

護

関

係

情

報

で

あ

 

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

生

活

保

護

関

係

情

報

、

中

国

残

留

邦

人

等

支

援

給

付

 
 

 

等

関

係

情

報

又

は

外

国

人

生

活

保

護

関

係

情

報

で

あ

 

っ

て

区

規

則

で

定

め

る

も

の

 

生

活

及

び

社

会

生

活

を

総

合

的

に

支

援

す

る

た

め

の

 

法

律

に

よ

る

自

立

支

援

給

付

に

関

す

る

情

報

、

同

法

 

第

七

条

に

規

定

す

る

他

の

法

令

に

よ

り

行

わ

れ

る

給

 

付

の

支

給

に

関

す

る

情

報

又

は

児

童

福

祉

法

に

よ

る

 

障

害

児

入

所

支

援

に

関

す

る

情

報

で

あ

っ

て

区

規

則

 

で

定

め

る

も

の

 

 



表

の

十

九

の

項

中

「

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

六

十

八

号

）

」

を

削

り

、

同

表

の

四

十

三

の

項

中

「

特

別

区

に

お

け

る

東

京

都

の

事

務

処

理

の

特

例

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

一

年

東

京

都

条

例

第

百

六

号

。

以

下

「

事

務

処

理

特

例

条

例

」

と

い

う

。

）

」

を

「

事

務

処

理

特

例

条

例

」

に

改

め

る

。 

別

表

第

三

中

「

第

十

五

条

の

二

関

係

」

を

「

第

五

条

関

係

」

に

改

め

る

。 

 
 

 

付 

則 

（

施

行

期

日

） 

１ 

こ

の

条

例

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

経

過

措

置

） 

２ 

次

に

掲

げ

る

者

に

係

る

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

前

の

港

区

個

人

番

号

の

利

用

並

び

に

特

定

個

人

情

報

の

保

護

及

び

提

供

に

関

す

る

条

例

（

以

下

「

旧

条

例

」

と

い

う

。

）

第

三

条

第

三

項

又

は

第

十

一

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

そ

の

業

務

に

関

し

て

知

り

得

た

旧

条

例

第

二

条

第

三

号

に

掲

げ

る

特

定

個

人

情

報

（

以

下

「

旧

特

定

個

人

情

報

」

と

い

う

。

）

の

内

容

を

み

だ

り

に

他

人

に

知

ら

せ

、

又

は

不

当

な

目

的

に

使

用

し

て

は

な

ら

な

い

義

務

に

つ

い

て

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

後

も

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

 

一 

こ

の

条

例

の

施

行

の

際

現

に

旧

条

例

第

二

条

第

一

号

に

掲

げ

る

実

施

機

関

（

以

下

「

旧

実

施

機

関

」

と

い

う

。

）

の

職

員

で

あ

る

者

又

は

こ

の

条

例

の

施

行

前

に

お

い

て

旧

実

施

機

関

の

職

員

で

あ

っ

た

者

の

う

ち

、

こ

の

条

例

の

施

行

前

に

お

い

て

旧

特

定

個

人

情

報

の

取

扱

い

に

従

事

し

て

い

た

者 

 

二 

こ

の

条

例

の

施

行

の

際

現

に

旧

条

例

第

十

条

に

規

定

す

る

受

託

者

で

あ

る

者

又

は

こ

の

条

例

の

施

行

前



に

お

い

て

当

該

受

託

者

で

あ

っ

た

者 

 
三 

こ

の

条

例

の

施

行

前

に

お

い

て

旧

実

施

機

関

か

ら

旧

特

定

個

人

情

報

の

取

扱

い

の

委

託

を

受

け

た

業

務

に

従

事

し

て

い

た

者 

 

四 

こ

の

条

例

の

施

行

の

際

現

に

区

の

公

の

施

設

の

管

理

を

行

う

指

定

管

理

者

（

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

第

二

百

四

十

四

条

の

二

第

三

項

に

規

定

す

る

指

定

管

理

者

を

い

う

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

で

あ

る

者

又

は

こ

の

条

例

の

施

行

前

に

お

い

て

区

の

公

の

施

設

の

管

理

を

行

う

指

定

管

理

者

で

あ

っ

た

者 

五 

こ

の

条

例

の

施

行

前

に

お

い

て

区

の

公

の

施

設

の

管

理

を

行

う

指

定

管

理

者

が

管

理

す

る

公

の

施

設

の

管

理

の

業

務

に

従

事

し

て

い

た

者 

３ 

こ

の

条

例

の

施

行

前

に

旧

条

例

第

十

七

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

、

第

十

九

条

又

は

第

二

十

条

の

規

定

に

よ

る

請

求

が

さ

れ

た

場

合

に

お

け

る

旧

条

例

に

規

定

す

る

自

己

情

報

の

開

示

等

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

（

説 

明

） 

 

デ

ジ

タ

ル

社

会

の

形

成

を

図

る

た

め

の

関

係

法

律

の

整

備

に

関

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

三

十

七

号

）

の

施

行

に

よ

る

個

人

情

報

の

保

護

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

五

年

法

律

第

五

十

七

号

）

の

一

部

改

正

に

伴

い

特

定

個

人

情

報

の

保

護

に

関

す

る

規

定

を

削

る

ほ

か

、

区

に

お

け

る

個

人

番

号

を

利

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

事

務

 
 

を

追

加

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 


